
政

令

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
六
の
表
第
六
百
九
十
五
条
第
三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
百
九
十
五
条
の
二
第
一

項

株
式
会
社

社
会
医
療
法
人
債
発
行
法
人

第
六
百
九
十
五
条
の
二
第
二

項

第
六
百
八
十
一
条
第
四
号

医
療
法
第
五
十
四
条
の
四
第
四
号

株
式
会
社

社
会
医
療
法
人
債
発
行
法
人

第
六
百
九
十
五
条
の
二
第
三

項

第
六
百
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第

六
百
九
十
条
第
一
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
百
八
十
二
条

第
一
項
及
び
第
六
百
九
十
条
第
一
項

第
六
百
八
十
二
条
第
一
項
中
「
記

録
さ
れ
た
社
債
原
簿
記
載
事
項
」

同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
六
百
八
十
二
条
第

一
項
中
「
記
録
さ
れ
た
社
会
医
療
法
人

債
原
簿
記
載
事
項
（
医
療
法
第
五
十
四

条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」

記
録
さ
れ
た
社
債
原
簿
記
載
事
項

（
当
該
社
債
権
者
の
有
す
る
社
債

が
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
を
含

む
。）

記
録
さ
れ
た
社
会
医
療
法
人
債
原
簿
記

載
事
項
（
医
療
法
第
五
十
四
条
の
四
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）（
当
該
社
会
医
療
法
人
債
権
者
の

有
す
る
社
会
医
療
法
人
債
が
信
託
財
産

に
属
す
る
旨
を
含
む
。）

第
六
百
九
十
条
第
一
項
中
「
社
債

原
簿
記
載
事
項
」

同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
六
百
九
十
条
第
一

項
中
「
社
会
医
療
法
人
債
原
簿
記
載
事

項
」

「
社
債
原
簿
記
載
事
項
（
当
該
社

債
権
者
の
有
す
る
社
債
が
信
託
財

産
に
属
す
る
旨
を
含
む
。）」

「
社
会
医
療
法
人
債
原
簿
記
載
事
項（
当

該
社
会
医
療
法
人
債
権
者
の
有
す
る
社

会
医
療
法
人
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る

旨
を
含
む
。）」

担
信
法
第
四
十
三
条
第
二
項

担
保
権
の
実
行
の
申
立
て
を
し
、

又
は
企
業
担
保
権

又
は
担
保
権

平成˜ 年�月˜š日 金曜日 (号外第˜œš号)官 報

第
五
条
の
九
中
「
信
託
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）、
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

及
び
有
価
証
券
の
信
託
財
産
表
示
及
び
信
託
財
産
に
属
す
る
金
銭
の
管
理
に
関
す
る
件
（
大
正
十
一
年
勅
令
第
五
百

十
九
号
）
並
び
に
」
を
削
り
、「（
昭
和
十
七
年
勅
令
第
四
百
九
号
）」の
下
に
「
並
び
に
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
五
十
四
号
）」を
加
え
、
同
条
の
表
担
信
法
第
四
条
の
項
を
削
り
、
同
表
担
信
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
条
の
九
の
表
担
信
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
項
及
び
第
八
十
九
条
第
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
担
信
法
第
九

十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
第
九
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
に
、「
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
」
を
「
に
お

い
て
準
用
す
る
」
に
改
め
、
同
表
担
信
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
項
中
「
第
九
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条

第
三
項
」
に
、「
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
」
を
「
に
お
い
て
準
用
す
る
」
に
改
め
、
同
表
担
信
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
項

中
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
に
、「
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
」
を
「
に
お
い
て
準
用
す
る
」
に

改
め
、
同
表
担
信
法
第
九
十
二
条
第
三
項
の
項
中
「
第
九
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
三
項
」
に
、「
ニ
於

テ
準
用
ス
ル
」
を
「
に
お
い
て
準
用
す
る
」
に
改
め
る
。

信
託
法
及
び
信
託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
政
令
等
の
整

備
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
九
年
七
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
七
号

信
託
法
及
び
信
託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
政
令
等

の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
及
び
信
託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
有
価
証
券
の
信
託
財
産
表
示
及
び
信
託
財
産
に
属
す
る
金
銭
の
管
理
に
関
す
る
件
の
廃
止
）

第
一
条

有
価
証
券
の
信
託
財
産
表
示
及
び
信
託
財
産
に
属
す
る
金
銭
の
管
理
に
関
す
る
件
（
大
正
十
一
年
勅
令
第
五

百
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
商
工
債
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

商
工
債
令
（
昭
和
十
一
年
勅
令
第
三
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
ノ
二

商
工
債
ニ
付
テ
ハ
当
該
商
工
債
ガ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
旨
ヲ
商
工
債
原
簿
ニ
記
載
シ
又
ハ
記
録

ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
当
該
商
工
債
ガ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
商
工
組
合
中
央
金
庫
其
ノ
他
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ノ
商
工
債
ノ
債
権
者
ハ
其
ノ
有
ス
ル
商
工
債
ガ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
ト

キ
ハ
商
工
組
合
中
央
金
庫
ニ
対
シ
其
ノ
旨
ヲ
商
工
債
原
簿
ニ
記
載
シ
又
ハ
記
録
ス
ル
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
商
工
債
原
簿
ニ
記
載
セ
ラ
レ
又
ハ
記
録
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
第
十
二
条
第
四
項
及
第

十
九
条
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
第
十
二
条
第
四
項
中
「
記
録
セ
ラ
レ
タ
ル
商
工
債
原
簿
記
載
事
項
」
ト

ア
ル
ハ
「
記
録
セ
ラ
レ
タ
ル
商
工
債
原
簿
記
載
事
項
（
当
該
商
工
債
ノ
債
権
者
ノ
有
ス
ル
商
工
債
ガ
信
託
財
産
ニ

属
ス
ル
旨
ヲ
含
ム
）」ト
第
十
九
条
第
一
項
中
「
商
工
債
原
簿
記
載
事
項
」
ト
ア
ル
ハ「
商
工
債
原
簿
記
載
事
項（
当

該
商
工
債
ノ
債
権
者
ノ
有
ス
ル
商
工
債
ガ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
旨
ヲ
含
ム
）」ト
ス

前
三
項
ノ
規
定
ハ
商
工
債
ノ
債
券
ヲ
発
行
ス
ル
旨
ノ
定
ア
ル
商
工
債
ニ
付
テ
ハ
適
用
セ
ズ

第
二
十
八
条
中
「
並
ニ
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
、
第
二
十
三
条
第
一
項
並
ニ
第
二
十
四
条
ノ
二
第
一
項
乃
至

第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
国
有
財
産
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中「（
解
除
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
十
六
条
の
二
第
四
号
中
「
信
託
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利

を
行
使
し
よ
う
」
を
「
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
か
ら
償
還
若
し
く
は
前
払
又
は
賠
償
を
受
け
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
五

号
中
「
解
除
す
る
」
を
「
終
了
さ
せ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
四
第
三
号
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
か
ら
償
還
若
し
く
は
前
払
又
は
賠
償
を
受
け

る
」
に
改
め
る
。
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